
   

2026 年 2 月 20 日  

  

 「ちばぎん教育資金贈与専用口座」のお取扱終了およびお申込期限について 

 

令和8年度の税制改正大綱にて「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について

は、適用期限を延長せず、2026年3月末をもって終了することが公表されました。   

上記公表をうけ、「ちばぎん教育資金贈与専用口座」についても、2026年3月末をもってお

取扱いを終了いたします。  

お申込みをいただいたお客さまのご契約を2026年3月31日までに確実に成立させるため、 

新規口座開設や追加預入のお申込受付期限を2026年3月10日（火）とさせていただきます。 

 

お申込みにあたりご準備いただく書類等もございますので、新規口座開設や追加預入をご検

討中のお客さまは、お早めにお近くの支店窓口もしくはお取引店へご相談いただきますよう、

お願い申し上げます。  

なお、ご契約中のお客さまにおかれましては、これまで通り教育資金をお支払いいただけます。 

 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

                                    以 上 

 

 
新規口座開設のお申込受付期限 

 
2026年 3月 10日（火） 

 
追加預入のお申込受付期限 

 


